
関係機関 ※記入基準日：　令和３年１月１日

機関名

住所 郵便番号

住所

連絡先

ＦＡＸ

e-mail

ホームページ

※大阪府内（大阪市・堺市を除く）にお住まいの１８歳以上の方

　　　　　９時００分～１７時４５分

市町村の障がい福祉の窓口を通じて相談を受け付けています。

まずは市町村の窓口にご相談ください。

＜地域支援課＞

○障がい者相談支援アドバイザー派遣事業、相談支援従事者専門コース別

　研修等の実施

○身体障がい者手帳、療育手帳の発行（ただし、河内長野市にお住いの方の

　身体障がい者手帳については、南河内広域事務室広域福祉課で発行いたし

　ます）

＜身体障がい者支援課＞

○補装具の判定・相談

○高次脳機能障がいのある方への支援に関する相談（年齢・手帳の有無は

　 問いません）

＜知的障がい者支援課＞

○知的障がいのある方の療育手帳の判定・相談、生活相談（日常生活での

   困りごと等）

○発達障がいを伴う知的障がいのある方への支援に関する相談

06-6692-3981・5340

大阪府障がい者自立相談支援センター

５５８－０００１

大阪市住吉区大領３丁目２－３６

・地域支援課　　　　　      　06-6692-5261・5264（手帳）

電話 ・身体障がい者支援課　　　06-6692-5262

・知的障がい者支援課　　　06-6692-5263

○自立支援医療（更生医療）の判定・相談

jiritsusodan-c@sbox.pref.osaka.lg.jp

http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/

　児童　・　知的　・　身体　・　精神　・ 難病等　・その他（高次脳機能障がい)

利用時間・曜
日

　・日（×）・月（○）・火（○）・水（○）・木（○）・金（○）・土（×）・祝日（×）

年末年始等休業日 １２／２９～１／３

利用対象者

主なサービス
内容


